
「ミムリン学習塾」の指導者募集について
　美里町教育委員会では、町内在住の中学生を対象に学習教室を実施します。中学生の学習教室の
指導者としてお手伝いをいただけるかたを募集します。募集内容は以下のとおりです。

○仕事の内容　中学生の学習教室の指導者
○応募の条件　次のいずれかの条件に該当するかた
　・教員免許状を有するかた（現職の教員以外）
　・学校、学習塾等で指導経験のあるかた
　・将来教職を志す学生
○募集人員　４名程度（応募後の面接にて決定いたします）
○勤務予定日
＜中学３年生＞
　令和７年７月11日㈮、14日㈪、16日㈬、17日㈭　午後２時10分～５時
　※開始時間につきましては、変更になる場合があります。
＜中学１・２年生＞
　令和７年７月23日㈬、24日㈭　午後１時20分～４時20分
　※開始時間につきましては、変更になる場合があります。
○開催場所　美里町立美里中学校　○募集期間　令和７年６月16日㈪～６月27日㈮
○謝金　時給1,100円（１日２・３時間予定）

問合せ＝教育委員会事務局　学校教育係　☎７６－０２０１

男 女 共 同 参 画 ニ ュ ー ス

埼玉県男女共同参画推進センター（With Youさいたま）　☎048-600-3800
相談時間：月～水曜日、金・土曜日　午前９時30分～午後８時30分
　　　　　日曜日、祝日　午前９時30分～午後５時
　　　　　※木曜日・年末年始を除く
相談内容：人間関係、家族・夫婦のこと、自分の生き方など、さまざまな悩み相談

令和７年度「男女共同参画週間」キャッチフレーズ

誰でも、どこでも、自分らしく （内閣府公募）

ホームページ
QRコード

問合せ＝総務課　自治防災係　☎76-1115

■関係機関をご紹介します

　「男女共同参画社会基本法」の公布・施工日である平成11年６月23日を踏まえ、毎年６月23日から29日
までの１週間を『男女共同参画週間』として、さまざまな取組を通じ、男女共同参画社会基本法の目的や
基本理念について理解を深めることを目指しています。
　内閣府では、「『人材の育成・ネットワークの形成』を軸とした取組を進めるためのキャッチフレーズ」を
募集し、決定しました。
　男性と女性が、職場で、学校で、地域で、家庭で、それぞれの個性と能力を発揮できる「男女共同参画社会」
を実現するためには、政府や地方公共団体だけでなく、皆さんの一人ひとりの取組が必要です。
　私たちのまわりの男女のパートナーシップについて、この機会に考えてみませんか。

６月23日㈪から29日㈰は男女共同参画週間です
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